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12月はハラスメント撲滅月間です！ 
～ＮＯ！カスハラ カスハラ防止措置が事業主の義務になります～ 

 

 厚生労働省は、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、12 月を「職場のハラ

スメント撲滅月間」と定め、集中的な広報啓発活動を実施します。（資料１） 

愛媛労働局では、愛媛労働局ホームページに特設サイトを開設し、企業や団体に向けて

防止研修やセミナーの活用を呼び掛けています。 

また、法改正により、事業主にはカスタマーハラスメント（カスハラ）を含むハラスメ

ント防止措置が義務付けられます。（資料２） 

ハラスメント防止研修や研修コンテンツはこちら 

●  愛媛働き方改革推進支援センター 

従業員向けセミナーや研修会を無料で実施しています 

●  ハラスメント対策の総合サイト「あかる職場応援団」 

事例動画など役立つコンテンツを掲載しています 

 

 

（添付資料）  資料１ 事業主の皆様へ 12月はハラスメント撲滅月間です！（リーフレット） 

    ハラスメント防止対策セミナーを実施しています！ 

資料２ ハラスメント対策、女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内 
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ハラスメント対策研修動画 

動画で学ぶハラスメント 


